
□ 各種補助金を受けていない

□ 保安林を含まない

（超過している場合は県中農林事務所森林土木課へ）

（超過している場合は県中農林事務所森林土木課へ）

➊届出日　　（※90日～30日前であるかどうかは、市
の受理日から起算するので注意）

➋届出者　住所・氏名　　　　※ⓑと合致している

➌本文中の所有者

➍森林の所在場所

➎備考

➊伐採する者の住所・氏名　　　　　　※ⓑと合致

➋伐採面積　（人工林／天然林）

➌伐採方法

➍伐採率

➎作業委託先

➏伐採樹種

➐伐採齢　　　　　　※標準伐期齢に達しているか

➑伐採期間

➒集材方法

➓予定幅員・延長

↑参照「郡山市森林整備計画」より抜粋

➊造林する者の住所・氏名　※ⓑまたはⓒと合致

➋造林面積　（人工造林または天然更新）

➌（天然）ぼう芽更新　　補助作業の有無

➍（天然）天然下種更新　　補助作業の有無

　　※人工林を天然更新する場合 □ 植栽によらなくても、天然更新が可能な森林か確認した

　→　⓫備考欄へ

➎造林期間

➏造林樹種

➐樹種別造林面積

➑樹種別植栽本数　　　　　　　<適合植栽本数>

➒作業委託先

➓森林以外の用途及び転用予定時期

　　※造林がない（林地外転用の場合のみ記載）

　　スギ：1,500～3,000本/ｈａ　　ヒノキ：1,500～3,000本/ｈａ　　アカマツ：5,000本/ｈａ

　　カラマツ：1,500～2,500本/ｈａ　　広葉樹：1,500～6,000本/ｈａ　

□ 委託する場合記載がある

□ 用途の及び転用時期の記載がある

□ ※様式中の注意事項を参照して記載がある

□ 合計が造林面積と合っている

□ 造林面積と下記適合植栽本数から計算し、植栽本数の記載がある　

□ 該当方法に〇を付けてある　（現場集積の場合、その旨を記載してある）　　　　　　　　　　　　　　　　　

□ 集材の場合、記載がある

　 ※幅員3ｍ超かつ面積１ha超の場合（太陽光0.5ha超）は林地開発となる

（
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□ 造林する者の記載がある　※造林する者が届ける。間伐の場合は造林届不要

□ 主伐の場合は伐採面積と同じである

□ 面積、補助作業について記載がある

□ 面積、補助作業について記載がある

□ 高木性の広葉樹林が、斜面上方、周囲100ｍ以内に存在する等の記載がある

□ 伐採終了日の次年度から起算して記載がある　（年度とは4/1～3/31）

（
2

）
伐
採
計
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書

□ 届出者のうち、伐採する者と整合している

□ 小数点第3位を四捨五入、第2位まで記載されている

□ 一箇所の伐採面積が20ha以下である

□ 主伐及び（皆伐または択伐のどちらかに〇）、もしくは間伐に〇を付けてある

□ 記載されている
　 ※択伐の場合は30％以下、間伐の場合は35％以下でなければならない

□ 届出者と作業者が異なる場合のみ記載がある

□ ※様式中の注意事項と整合している

□ 最も多い年齢のもの及び（最も年齢が低い～最も年齢が高い）の記載がある

□ 1年を超える場合は年次別に記載がある　（年次とは1/1～12/31）

（
１

）
伐
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□ 伐採計画書の伐採開始日の90日～30日前の届出である

□ 森林所有者本人　もしくは　伐採する権原を有する者となっている

□ 伐採業者が立木を購入した場合は所有者と連名　（造林の委任があればその限りではない）

□ 伐採業者が伐採行為の依頼をされた場合は所有者と連名

□ 土地の登記事項証明書等ⓒと整合している

□ 伐採場所が土地の登記事項証明書等ⓒと整合している

□ 境界確認資料の添付が省略できる場合は、その理由の記載がある　※ⓔ参照

【伐採及び伐採後の造林の届出書】　チェックリスト

★届出書の記載内容は、添付書類等と整合していることを確認し☑を入れること

届
出
の

必
要
性

　（※保安林を含む場合は県中農林事務所森林土木課へ）

□ 太陽光発電設備の場合（集材路を含め0.5haを超過していない）

□ 太陽光以外の森林以外の用途（集材路を含め１haを超過していない）



ⓐ森林の位置図及び区域図

　●右表のいずれかを添付すること

ⓑ届出者　の本人確認書類　（※官公庁は不要） 【法人】 □ 法人の登記事項証明書

　●右表のいずれかを添付すること □ 法人番号を記載した書類

□ 法人の名称及び所在地を記載した書類

【法人以外の団体】 □ 団体の規約

□ 団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

【個人】 □ 住民票の写し　　　　　□ 個人番号カード（表面）

※有効期限に注意 □ 運転免許証　（転居・改姓の場合は裏面も）

□ 国民年金手帳

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ⓒ土地の登記事項証明書　※１

　（土地の所有者が確認できるもの）

　●右表のいずれかを添付すること

ⓓ森林の土地の所有者でない場合

　（伐採する権原を有していることを証明するもの）

　●右表のいずれかを添付すること

　⚠届出者と所有者が異なる場合必須

　⚠届出書提出の同意ではなく伐採の同意

　●右表のいずれかを添付すること

ⓕ他の行政庁の許認可の申請状況を記載した
   書類

　●右表のいずれかを添付すること

ⓖ市町村の長が必要と認める書類

　●右表のいずれかを添付すること

　　　　の添付も認められます。

※２ 次のいずれかに該当することが確認できる書類が添付された場合は、隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を
      行ったことを証する書類の添付の省略が認められます。

　　　・届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合

　　　・明確な谷や尾根等の地形、道路や柵等の地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の
　　　　対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合

　　　・伐採時までに届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと
　　　　認められる場合

　　　・届出者が国や地方公共団体、独立行政法人の場合

□ 伐採及び集材に係るチェックリスト　　　　　

□ 搬出計画図

□ 他法令に基づく届出等の手続き状況を説明する書類など、
　  地域の実情に応じて市町村の長が必要と認める書類

※１ 林地台帳等で確認できる森林の土地の所有者との権原関係を証する書類の添付が困難な場合には、

　　　・森林の土地の所有権又は伐採後の造林をする権原に関する状況を記載した書面

　　　・伐採権原に関する状況を記載した書面

ⓔ隣接する森林の土地の所有者と境界の確認
を行ったことを証する書類　※２

□ 境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時など境界確認時の
    状況を記載した書類

□ 隣接森林所有者の現地立会写真

□ 隣接森林との境界に係る既存の資料の確認などの取組状況を説明
    した書類

場
合
に
よ
り
提
出
を
求
め
ま
す

□ 行政庁が発行した証明書、許認可証の写し

□ 申請中の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び
    申請年月日を記載した書類

□ 申請前の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び
    申請予定時期を記載した書類

□ 地元自治会、土地改良区、水利組合等の承諾書、協議書

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

□ 土地の賃借契約書　　　　　　　　　　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

□ 立木の登記事項証明書　　　　　　　　□ 立木売買契約書

□ 遺産分割協議書　　　　　　　　　　　　 □ 贈与契約書

□ 伐採の受委託契約書

□ 承諾書　　　　　□ 同意書　　　　　□ 委任状　　　　　□ 念書

□ 確約書　　　　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

★必要添付書類を確認し☑を入れること

必
　
　
　
　
　
　
　
　
須

□ 国土地理院図

□ 森林計画図　　（＊ふくしま森まっぷ→森林情報、福島県森林計画図）

□ 不動産登記法に規定する地図　　（＊法務局→公図）

□ 空中写真等に伐採区域の外縁を明示したもの
　　（住宅地図、地番参考図、WEBなど）

□ 伐採区域の外縁がわかる計画図　（＊郡山市地理情報システム→地番参考図）

□ 土地の登記事項証明書　　　　　　　　□ 土地の売買契約書

□ 遺産分割協議書　　　　　　　　　　　　 □ 贈与契約書

□ 固定資産税納税通知書　　　　　　　　□ 伐採後の造林の受委託契約書

【添付書類】　チェックリスト


